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健康横浜２１推進会議運営要綱 

 

 制 定 平成 24年 3月 1日健保事第 3964 号（局長決裁） 

最近改正 平成 29年４月１日健保事業第 4107 号（局長決裁） 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、横浜市附属機関設置条例（平成 23 年 12 月横浜市条例第

49号）第４条の規定に基づき、健康横浜２１推進会議（以下、「推進会議」と

いう。）の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。 

 

（担任事務） 

第２条 横浜市附属機関設置条例第２条第２項に規定する委員会の担任する事

務の細目については、次に掲げるものとする。 

(1) 健康増進計画である健康横浜２１（以下、「健康横浜２１」という。）の

推進に関すること。 

(2) 健康横浜２１の評価・策定に関すること。 

 

（委員） 

第３条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。 

(1) 学識経験者 

(2) 保健医療専門家 

(3) 健康に関連するボランティア団体・企業等の各種団体の代表者 

(4) マスメディアの代表者 

２ 委員の任期は、５年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠

の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

４ 委員の代理は、認めないものとする。 

 

 （臨時委員） 

第４条 推進会議に、健康横浜２１の評価・策定や健康づくりに関する事項を

調査審議させるため、臨時委員を置くことができる。 

２ 臨時委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。 

(1) 学識経験者 

(2) 保健医療専門家 

(3) 健康に関連するボランティア団体・企業・各種団体の代表者等 

３ 臨時委員は、第１項の事項に関する調査審議が終了したときは、解任され
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たものとする。 

 

（会長） 

第５条 推進会議に会長１人を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、推進会議を代表し、会務を掌理する。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名

する委員が、その職務を代理する。 

 

（会議） 

第６条 推進会議の会議は、会長が招集する。 

２ 会長は、推進会議の議長とする。 

３ 推進会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。 

４ 推進会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合

は、会長の決するところによる。 

 

 （部会） 

第７条 健康横浜２１について調査審議するために部会を置くことができる。 

２ 部会は、会長が指名する委員及び臨時委員をもって組織する。 

３ 部会に部会長１人を置き、委員及び臨時委員の互選によりこれを定める。 

４ 第６条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条

中の「会長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「部会の委員」と

読み替えるものとする。 

５ 部会の委員構成や議事内容等を踏まえ、推進会議の会長が認める範囲にお

いて、前項に基づく部会の決定を推進会議の決定に代えることができる。 

 

（会議の公開） 

第８条 横浜市の保有する情報の公開に関する条例（平成 12年２月横浜市条例

第１号）第 31条の規定により、委員会の会議については、一般に公開するも

のとする。ただし、委員の承諾があれば、会議の一部又は全部を非公開とす

ることができる。 

 

（意見の聴取等） 

第９条 会長又は部会長は、推進会議又は部会の会議の運営上必要があると認

めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くほか、資料の提

出その他必要な協力を求めることができる。 

 



（庶務） 

第 10条 推進会議の庶務は、健康福祉局健康安全部保健事業課において処理す

る。 

 

（委任） 

第 11 条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、

会長が推進会議に諮って定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 24年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行後最初の委員会の会議は、第６条第１項の規定にかかわら

ず、市長が招集する。また、最初の部会の会議は、会長が招集する。 

 

   附 則 

この要綱は、平成 29年４月１日から施行する。 



 

横浜市の「運動」に関する現状と課題 

１ 現状 

（１）健康横浜２１中間評価の結果   

  運動に関する項目は、12 項目中、7 項目が目標値に近づき、5 項目が変化なし、2 項目が目標

値から離れました。目標から離れた 2項目は「働き・子育て世代」の歩数でした。 

 

 

        

分野 行動目標 指標 目標値 策定時 直近 数値変化 

育ち・学

び の 世

代（乳幼

児期～

青年期） 

毎日楽しく 

からだを動

かす 

運動やスポーツを週３日以

上行う 

小学５年生の割合 
増 加 傾 向

へ 

男子

49.7％ 

女子

25.8％ 

男子

49.3％ 

女子

31.9％ 

男子：B 

女子：A★ 

働き・子

育 て 世

代（成人

期） 

あと 1000

歩、歩く 

20～64 歳で１日の歩数が 

男性 9000 歩以上、 

女性 8500 歩以上の者の 

割合 

男性 50％ 46.8% 41.7% C 

女性 50％ 41.7% 30.8% C 

定期的に 

運動をする 

20～64 歳で１日 30 分・週

2 回以上の運動（同等のも

のを含む）を 1 年間継続し

ている者の割合 

全体 34％ 24.6% 24.3% B 

男性 36％ 27.1% 26.7% B 

女性 33％ 21.7% 21.4% B 

稔 り の

世代（高

齢期） 

歩く・ 

外出する 

65 歳以上で 1 日の歩数が 

男性 7000 歩以上、 

女性 6000 歩以上の者の

割合 

男性 50％ 46.9% 40.7% B 

女性 40％ 34.6% 48.7% A★ 

65 歳以上で、1 日 30 分・

週 2 回以上の運動（同等

のものを含む）を 1 年間継

続している者の割合 

全体 52% 52.4% 53.7% A★ 

男性 58% 53.1% 57.3% A 

女性 48% 51.7% 50.5% A★ 

ロコモティブシンドロームの 

認知率  
80% 

男性 16.2% 

女性 24.1% 

男性 27.8% 

女性 40.7% 

男性：A 

女性：A 

 

 

 

資料３ 

【数値変化の見方】 

Ａ目標値に近づいた（★目標達成） Ｂ変化なし Ｃ目標値から離れた 

 



（２）性代別の運動習慣（「平成 28 年度健康に関する市民意識調査結果」より） 

 

 ア 男性                イ 女性 
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38.7%

37.9%

41.7%

53.0%

69.3%

45.7%

51.7%

55.1%

53.1%

41.5%

26.3%

48.0%

9.6%

6.9%

5.2%

5.5%

4.5%

6.2%

20歳代

(n=847)

30歳代

(n=1,471)

40歳代

(n=1,834)

50歳代

(n=1,155)

60歳代

(n=696)

合計

意識してからだを動かしたり運動しているか

（女性全体）
している

していない

健康上の理由でしていない

N=6,003

P<0.05

43.8%

47.1%

45.5%

50.0%

70.8%

49.4%

47.4%

44.6%

47.3%

43.9%

27.8%

44.0%

8.9%

8.3%

7.2%

6.2%

1.3%

6.6%

20歳代

(n=361)

30歳代

(n=988)

40歳代

(n=2,486)

50歳代

(n=2,514)

60歳代

(n=600)

合計

意識してからだを動かしたり運動しているか

（男性全体）

している

していない

健康上の理由でしていない

N=6,949

P<0.05

22.1%

20.1%

24.7%

31.9%

40.2%

26.4%

5.7%

4.6%

4.4%

3.9%

6.1%

4.7%

40.5%

46.3%

46.7%

42.2%

37.2%

43.8%

31.8%

29.0%

24.2%

22.1%

16.5%

25.1%

20歳代

(n=847)

30歳代

(n=1,471)

40歳代

(n=1,834)

50歳代

(n=1,155)

60歳代

(n=686)

合計

歩数の測定頻度 （女性全体）

週に1日以上
週1日未満
測定していない
測定できない（歩数計を持っていない）

N=5,993

P<0.05

17.7%

26.1%

30.4%

37.2%

40.1%

32.4%

7.5%

5.2%

5.2%

4.7%

3.6%

5.0%

45.7%

47.5%

44.3%

43.3%

41.0%

44.2%

29.1%

21.3%

20.2%

14.7%

15.4%

18.4%

20歳代

(n=361)

30歳代

(n=988)

40歳代

(n=2,486)

50歳代

(n=2,514)

60歳代

(n=586)

合計

歩数の測定頻度 （男性全体）

週に1日以上
週1日未満
測定していない
測定できない（歩数計を持っていない）

N=6,935

P<0.05



 

２ 横浜市の「運動」に関する取組 

（１）よこはま健康アクション（「健康横浜２１」推進のための具体的取組） 

   よこはまウォーキングポイント 

   ロコモティブシンドロームの普及啓発  

（２）各区で区ごとの特性に応じた取組推進 

   保健活動推進員や食生活等改善推進員など地域で活動する人材とともにウォーキングに関

する事業や地域で体操などの取組実施  

（３）そのほか、運動に関する取組 

 

（４）関係団体の主な取組 

・運動の推進 

・よこはまウォーキングポイント

等、横浜健康スタイル事業の推

進 

【全世代向け】 

・よこはまウォーキングポイント周知やウォーキングイベントの開催 

・幅広い年齢層対象の各種スポーツ教室を実施 

・横浜マラソン関連番組放映により健康とスポーツへの関心喚起 

 

【働き・子育て世代向け】 

・保険組合員むけ・ファミリーウォーキング等のイベント・講習会開催、健康

づくり意識の醸成 

 

 

３ 課題 

 「働き・子育て世代」の運動習慣については、策定時と変化が見られませんでしたが、歩数を測

る習慣は改善しており、よこはまウォーキングポイントによるきっかけづくりが図れています。 

 一方、歩数に関する目標値は改善しておらず、日常生活の中で歩数を伸ばす仕組みや継続して取

り組めるよう、働きかけが必要です。 

 「稔りの世代」の運動習慣は、女性は目標値を達成するなど指標について多くの項目で改善し、

事業の効果が得られています。 

・子ども、高齢者の健康づくりや

体力づくり 

・スポーツの普及振興 

・子どもの事故予防 

・ロコモ対策 

 

【育ち・学びの世代向け】 

・小中学校にて「体力・運動能力調査」の実施し、「体育・健康プラン」立案

に活用 

・「体力向上１校１実践運動」の取組、学校の大会等にトップアスリートを招

へい 

・「子どもの事故予防啓発推進事業」で保育園の訪問運動指導を全区で実

施。保育士を対象とした運動指導研修の実施と DVD 作成 

 

【全世代向け】 

・市民参加型スポーツイベントを実施し累計 10 万人以上の参加 

 

【稔りの世代向け】 

・H26 年度ロコモ予防普及啓発キャンペーンの実施 

・老人クラブ支援として「体操ひろ場」の実施 
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第２期健康横浜２１評価項目（H.25－28）の比較①（目標値の一部）
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第２期健康横浜２１評価項目（H.25－28）の比較②（モニタリング項目の一部）



横浜市健康福祉局保健事業課

ウォーキングポイント事業の現状と課題

1

健横21推進会議 運動部会 資料 【H31.2.6】

横浜市健康福祉局
保健事業課

横浜市健康福祉局保健事業課

【⽬的】
⽇常⽣活の中で気軽に楽しみながら、継続してウォーキングを通じた
健康づくりに取り組んでいただくこと

【事業開始】
2014年（平成26年）11⽉
※〜2018年３⽉︓第１期、2018年４⽉〜︓第２期

【対象】
①18歳以上の市⺠の⽅
②18歳以上の市内に通勤・通学している⽅（市外在住者含む）
※40歳以上としていた対象を、平成28年6⽉に18歳以上に拡⼤

【利⽤ツール】
①歩数計
②歩数計アプリ（2018年4⽉〜）

１．事業の概要

2
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横浜市健康福祉局保健事業課

＜歩数計＞
①歩数計での参加申込者には専⽤の「歩数計」をプレゼント

（お⼀⼈１回限り、送料は参加者負担）
②歩数計を持ち歩き、 市内約1,000か所の協⼒店舗等に設置された

「専⽤リーダー」に歩数計をのせ、歩数に応じたポイントを貯めます。
③貯めた歩数ポイントに応じて、３か⽉に１回の「定期抽選」、１年に

１回の 「Wチャンス抽選」に⾃動参加。商品券等の景品を⽤意。
※定期抽選には200ポイント(5,000〜6,000歩／⽇程度で達成)が必要です。

１.申込みをする ２.歩数計が届く ３.歩数計を持って歩く ４.協⼒店舗のリーダーに歩数計
をのせてポイントを貯める

3

１．事業の概要

横浜市健康福祉局保健事業課

＜歩数計アプリ＞

スマホを持って歩くだけ 定期的に歩数を送信

楽しむ

歩数に応じてポイントや
コインがたまり、⾊々な
コンテンツを楽しむことが
できます。

【ランキング】 【ウォーキングコース】 【写真投稿】 【インセンティブ】

年代、性別、
歩数に応じた
リーグ等

各区のウォーキング
コースを掲載

写真をマップと
SNSに投稿

ポイントをためて、
抽選で景品ゲット
(定期抽選、

Wﾁｬﾝｽ抽選)

【コレクション】

好きなバッジを
コレクション

スマホアプリで
歩数をカウント
します。

スマホアプリ
から歩数を送信
します。

歩く 歩数を送信

4

１．事業の概要
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１．事業の概要

5

歩数ごとにポイントを獲得︕抽選で景品が獲得できる︕︕
・１⽇の歩数に応じてポイントを付与。参加者は歩数を送信すれば⾃動で獲得。
・ 貯めたポイントで「定期抽選」や「Ｗチャンス抽選」に応募でき、当選者には商品券
等をプレゼント。当選者の⾃宅に景品を発送。

＜30年度の実施状況＞
【定期抽選】 200ポイント１⼝のみ
JCBギフト券1,000円分（各回1,500本）

【Ｗチャンス抽選】 200ポイント１⼝、最⼤9⼝
JCBギフト券、体組成計、⼈間ドック受診券等（7,600本）

歩くことで社会貢献ができる︕︕
・参加者全員の平均歩数が１か⽉10万歩になると、国連WFPに
10万円を寄付。(途上国の⼦ども達への温かい給⾷)
⇒これまで42/48か⽉達成。

・31年度からの新たな寄付先も検討中。

横浜市健康福祉局保健事業課

２．事業所での活⽤・取組事例

【建設︓Ａ社】 ⽉１でランキングを作成し、1位の⽅にプレゼント

【製造︓Ｂ社】 歩数計のニックネーム(歩数)を⼀元管理、歩数の多い
社員の表彰に加え、少ない社員へ勧奨メッセージ

【製造︓Ｃ社】 上位⼊賞者に社内コーヒー無料券を配布

【医療︓Ｄ病院】 ランキングを掲⽰し、健康意識を向上

【⾦融︓Ｅ社】 有志でのチャリティーウォークへの参加

【ＩＴ︓Ｆ社】部署対抗で優勝チームを表彰

【ＩＴ︓Ｇ社】 ⾃社の運動ポイント活動の補助システムとして活⽤

6
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３．参加者の状況（1期、H26.11⽉〜H30.3⽉）

0

5
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35

11⽉ 3⽉ 6⽉8⽉ 3⽉ 6⽉ 3⽉ 3⽉

累積参加者数

⽬標30万⼈に向けて事業スタート︕
参加対象は「40歳以上」

95,923⼈

162,092⼈

232,592⼈

300,306⼈

６⽉から、
・「18歳以上」に
参加対象年齢拡⼤

・ウェブ申込開始
・事業所への⼀括配送

６〜８⽉
事業所単位申込実施

H29年度

H30.3⽉、
30万⼈の⽬標達成︕

H28年度H27年度H26年度

横浜市健康福祉局保健事業課

３．参加者の状況（2期、H30.4⽉〜）

8

歩数計 アプリ 計

１期 終了時点（H30.3⽉末） 300,306⼈ ― 300,306⼈
２期
(H30.
4⽉〜)

登録想定数 (各年) 5,000⼈ 10,000⼈ 15,000⼈
最⼤枠数 (各年) 【※1】 ― 30,000⼈ ―

累計
登録者数
(H30.12⽉末)

305,167⼈ 14,965⼈ 320,132⼈
うち2期新規 4,861⼈ 14,965⼈ 19,826⼈
登録総数 ― 27,895⼈ ―

年代別
【※2】

18〜64歳 49% 91% 51%
65歳〜 51% 9% 49%

性別
【※2】

男性 40% 45% 41%
⼥性 60% 55% 59%

※1 アプリは、歩数計との併⽤利⽤や歩数計からの移⾏利⽤を想定し、30,000⼈／年を最⼤枠数として確保している。
※2 アプリの年代別と性別の割合は、「累計登録者数」ではなく、「登録総数」を⽤いて算出している。
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歩数計 305,167⼈（男性123,341⼈、⼥性181,826⼈） H30.12⽉末

（⼈）

３．参加者の状況（H30〜）

歩数計は⾼齢の⽅の利⽤が多い

横浜市健康福祉局保健事業課 10

歩数計アプリ 27,895⼈（男性12,673⼈、⼥性15,222⼈） H30.12⽉末

（⼈）

３．参加者の状況（H30〜）

アプリは若い世代・
働き世代の利⽤が
多い
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４．事業の効果・評価

数値 内容 データ

51.2% 参加前は運動をしていなかった⼈やデータ送信していない⼈も含
め、51.2%の⼈の⼀⽇の歩数が増加。

H30
参加者
アンケート

49.2% 参加前は運動していなかった⼈の49.2%が「運動するようになっ
た」と回答

13.1% 参加前に「メタボリックシンドロームと診断された」⼈のうち13.1%
が、参加後は「メタボリックシンドロームでなくなった」と回答

10.0% 参加前に「⽚脚⽴ちで靴下がはけない」⼈のうち10.0%が、参
加後には「はける」ようになったと回答

31.9% 参加者の31.9%が、リーダー設置店舗（商店街・チェーン店
等）に⾏く機会が増加

33.2% 参加者の33.2%が、ウォーキングをきっかけや話題として周囲の
⼈と会話をしたり、あいさつをする機会が増加

67.8% リーダー設置店の67.8％が、設置して良かったと回答 H30
リーダー店
アンケート35.5% リーダー設置店の35.5%が、売上げや来客者数の増加につな

がったと回答

横浜市健康福祉局保健事業課

① 既存参加者に続けてもらうこと（主に⾼齢者）
・歩数計の故障・紛失が増加、いかにフォローするか
・ウォーキングを続けてもらうための動機付けをどうするか

② 新規参加者を増やすこと（主に若い世代・働き世代）
・効果的にどのように広報していくか
⇒アプリの拡⼤にあたっては、スマホは個⼈の所有物の

ため、歩数計とは異なるアプローチが必要
・事業所単位での参加をいかに促進するか
・飽きられない、楽しいと思わせる仕掛けをいかに展開
できるか

５．今後の課題
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【目指すべき方向】
働き・子育て世代を中心に「運動習慣の定着化」を目指す

【行動目標】
「あと、1000歩歩く」「定期的に運動をする」

【論点】
１ 継続して運動に取り組む方法・働き・子育て世代のきっかけ

２ 具体的方法
歩数計・アプリを活用した具体的方法
健康横浜２１関係団体等と連携し各団体で共通してできる取組

運動検討部会 検討内容 資料５



今度のスケジュール

スケジュール 2018
30年度

2019
31年度 2020 2021 2022

健康横浜
２１

後半期スタート
健康アクション
Stage2

健康寿命
算出予定 最終評価

次期計画
策定

検討部会
テーマ
※テーマは推進
会議で決定

〇運動習慣定着
〇受動喫煙防止

【予定】
〇運動習慣定着
〇受動喫煙防止

【未定】 〇最終評価
について

〇次期計画
について

本市の主な
動き

スマホアプリ導入
特定健診無料化

ラグビーワールド
カップ

オリンピック
パラリンピック

運動検討部
会

第1回部会
・課題共有
・取組内容検討

第2回部会
・取組内容の
振り返り
・今後に向けて

運動に関す
る取組評価

１ 健康横浜２１推進会議
31年3月19日（予定）：第１回部会報告・各団体への取組反映依頼
31年度第1回：各団体への取組内容共有
31年度第2回：第２回部会（振り返り結果）報告

２ 運動検討部会
31年度（第2回）：取組内容振り返り・今後に向けて
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